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１ 第６９回坂井地区広域連合議会定例会議事日程 

 

令和３年２月１９日（金） 

午 後 ５ 時 １ ３ 分 開 議 

 

○ 開会の宣告 

○ 広域連合長招集挨拶 

○ 開議の宣告 

○ 諸般の報告 

○ 行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 提案理由の説明 

日程第 ４ 一般質問 

日程第 ５ 議案第１号 令和２年度坂井地区広域連合一般会計補正予算(第２号) 

日程第 ６ 議案第２号 令和２年度坂井地区広域連合介護保険特別会計補正予算 

(第２号) 

日程第 ７ 議案第３号 令和３年度坂井地区広域連合一般会計予算 

日程第 ８ 議案第４号 令和３年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算 

日程第 ９ 議案第５号 令和３年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算 

日程第 10 議案第６号 代官山墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第 11 議案第７号 坂井地区広域連合介護保険条例の一部を改正する条例の制 

定について 

日程第 12 議案第８号 坂井地区広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運 

営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

 

○ 閉議の宣告 

○ 広域連合長閉会挨拶 

○ 閉会の宣告 
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２ 出席議員（１６名） 

  １番 堀 田 あけみ   ２番 近 藤 哲 行   ３番 渡 辺 竜 彦 

  ４番 室 谷 陽一郎   ５番 上 坂 健 司   ６番 戸 板   進 

  ７番 仁 佐 一 三   ８番 吉 川 貞 明   ９番 佐 藤 寛 治 

 １１番 東 野 栄 治  １２番 伊 藤 聖 一  １３番 山 川 知一郎 

１４番 川 畑 孝 治  １５番 畑 野 麻美子  １７番 田 中 千賀子 

１８番 卯 目 ひろみ 

 

３ 欠席議員（２名） 

 １０番 毛 利 純 雄  １６番 北 島   登 

 

４ 早退議員（１名） 

  １番 堀 田 あけみ 

 

５ 地方自治法第１２１条により出席した者 

 広域連合長  佐々木 康 男       副広域連合長 坂 本 憲 男 

 事 務 局 長  堀 江 好 美       事務局次長 水 嶋 雅 江 

 

６ 事務局職員出席者 

議会事務局参事 長谷川 浩 幸       議会事務局書記 出 店 理 成 

議会事務局書記 奥 出 宇 啓 
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〔一同起立・礼・着席〕 

◇開会の宣告◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）   ただいまより、第６９回坂井地区広域連合議会定例会を開会

いたします。                   （午後５時１３分） 

 

◇広域連合長招集挨拶◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）   それでは開会にあたり、広域連合長から招集の挨拶がありま

す。佐々木康男広域連合長。 

 

〇広域連合長（佐々木康男）  本日ここに、第６９回坂井地区広域連合議会定例会が

開会されるに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。このたびの坂井地区内介護施

設において発生した、新型コロナウイルス感染症クラスターにより、感染された方々や

ご家族の方に謹んでお見舞い申し上げます。また、最前線で従事された施設職員の方々

はもとより、関係各所の方々に敬意を表しますと共に、心より感謝申し上げます。議員

各位におかれましては、新年早々の大雪による交通や日常生活の重大な支障、また、新

型コロナウイルス感染症対策など、公私ともにご多忙のところ、ご参集をいただき、厚

くお礼申し上げます。さて、国においては、介護報酬の改定率が全体でプラス０．７％

となり、厚生労働省により２０２１年度の新介護報酬額が発表されました。当広域連合

におきましては、この介護報酬額により令和３年度からの介護保険事業費、および介護

保険料を算出し、第８期介護保険事業計画を策定しました。ご存知のように、本年度は

第８期介護保険事業計画策定を最重要課題と位置づけ各種協議を行い、１月２７日に策

定委員会から答申を頂いております。本定例会は、第８期介護保険事業計画に係る関連

条例や新年度予算をご審議いただく、最も重要な議会でございます。提出いたします議

案は、令和２年度補正予算及び令和３年度当初予算に関するもの５議案、条例の改正に

関するもの３議案、計８議案の審議をお願いするものです。各議案の内容、提案の主旨

につきましては、後ほどご説明申し上げますが、何とぞ、慎重なご審議をいただき、妥

当なるご決議を賜りますようお願い申し上げ、招集のごあいさつとさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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◇開議の宣告◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  本日の出席議員数は１６名です。よって会議の定足数に達して

いますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布のとお

りであります。 

 

◇諸般の報告◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  諸般の報告を行います。長谷川議会事務局参事。 

 

〇議会事務局参事（長谷川浩幸）  それでは、私から諸般の報告を申し上げます。 

本定例会に広域連合長より提出されました付議事件は、議案８件であります。本定例

会の説明出席者は、連合長以下４名であります。以上でございます。 

 

◇行政報告◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  次に、広域連合長の行政報告を求めます。佐々木康男広域連合

長。 

 

〇広域連合長（佐々木康男）  それでは、総務課と介護保険課の所管事項について、

行政報告を申し上げます。 

総務課所管について、令和２年８月から令和３年１月までの６ヶ月間における事業報

告を申し上げます。まず、代官山斎苑の利用状況について申し上げます。坂井市三国町

で１５５件、あわら市で１６８件、準管内３件、管外で６件の、合計３３２件となって

おり、前年同期と比較しますと、１１件３．３％の減となりました。また、霊柩車の利

用状況は、坂井市三国町で１４９件、あわら市で１５８件の、合計３０７件で前年同期

と比較しますと、１件０．１％の減となりました。代官山斎苑での待合室の活用につい

ては、小さなお葬式や、収骨待ちでの食事などに利用してもらえるよう、その内容につ

いて、ホームページや広報誌へ掲載しております。また、パンフレットを作製し、市役

所の窓口や葬儀業者に配布して周知を図っているところであります。今後とも、市民に

対するサービスの質を落とさないように、指定管理者への監視・指導を徹底してまいり

ます。墓地の貸付につきましては、３㎡１区画、４㎡２区画、６㎡２区画の合計５区画
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を貸付しております。次に、さかいクリーンセンターの事業について申し上げます。受

入状況は、生し尿が９８６キロリットル、浄化槽汚泥等が３,６１３キロリットル、合

計４,５９９キロリットルで、前年同期より６６６キロリットル１３％減となっていま

す。また、肥料の配布状況につきましては、配布量は１５％増加し７２８袋となりまし

た。受入量の減少により年間の生産量は減少しておりますが、需要期には袋詰め肥料の

生産量を増やすことで対応いたしております。なお、施設の運転管理および維持管理の

状況につきましては、毎月モニタリングを行い、適切に管理されていることを確認して

います。し尿等収集運搬新体制の計画につきましては、１０月２０日、１２月２５日に

審議委員会が開催され、収集運搬車両の減車に対する補償及びし尿の委託制への移行に

ついてご審議をいただきました。昨年度から６回の審議が終了し、２月５日に答申をい

ただいたところです。 

続いて、介護保険課所管の主な事業についてご報告申し上げます。まず、要介護認定

事務について申し上げます。第１号被保険者の要支援も含めた要介護認定者数は、１２

月末現在で前年同期と比較しますと、５,８７５人０．９６％の増となっており、全高

齢者の１６．７９％を占めております。次に、保険給付の状況について申し上げます。

今年度１２月審査分までの給付実績は、７９億９,２７０万円で前年同時期と比較しま

すと９,６８０万円、１．２３％の増となっております。これは、高額介護サービス費

の受給者数の増加や施設入所サービス給付費の伸びによるものであります。第７期介護

保険事業計画値に対して、今年度の執行率は約１０１．１８％を見込んでおります。次

に、介護給付適正化事業について申し上げます。介護サービスの適正化を通じた制度の

安定性は、介護保険制度の持続可能性の確保につながるものです。当広域連合では、適

正化５事業の中でも特に「ケアプラン点検」を積極的に展開し、１２月末現在では、予

防・介護合わせて９５件のケアプラン点検を行い「ケアマネジメントの質の向上」に対

する支援に力を入れて取り組んでおります。また、事業所や施設に対する実地指導及び

集団指導につきましては、国より新型コロナウイルス感染症の影響により実施時期の延

期通知が発令されており、現在も実施できない状況ではありますが、令和３年度に向け

ての制度改正や円滑な事業所運営の情報について研修資料を作成し、周知に向けて準備

を進めております。今後も、介護給付適正化事業を通じて、保険者として責任を持った

助言、指導を継続し、介護給付の健全化を図ってまいります。最後に、第８期介護保険

事業計画の策定について申し上げます。策定委員会において昨年７月からご審議いただ

き、１月２７日に答申を受けたところであります。今議会で、保険料等にかかる介護保

険条例の改正をお願いするものでございますので、よろしくお願いいたします。 

以上、行政報告とさせていただきます。 
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◇会議録署名議員の指名◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１１番、東野栄治議員、１

２番、伊藤聖一議員の両名を指名いたします。 

 

◇会期の決定◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は本日１日限りにしたいと思います。これにご異議はありませんでし

ょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

◇議案第１号から議案第８号の一括上程、提案理由の説明◇ 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第３、提案理由の説明に入ります。 

日程第５から日程第１２まで、議案８件を一括議題とします。上程議案に対する提案

理由の説明を求めます。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男）  ただいま上程されました、議案第１号、令和２年度坂井地

区広域連合一般会計補正予算（第２号）から、議案第８号、坂井地区広域連合指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営の規準等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてまでの８議案について、提案理由を申し上げます。 

まず、議案第１号、令和２年度坂井地区広域連合一般会計補正予算（第２号）につい
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てご説明申し上げます。今回の補正では、歳入歳出それぞれ１７０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を３億１,９４６万６千円とするものです。補正の内容につきましては、

総務費では一般管理費で退職手当負担金を１００万円、衛生費では、し尿処理費７０万

円を増額計上しています。維持管理・運営委託料の１５０万円の増額は、さかいクリー

ンセンターの維持管理運営を委託しているアクアペックスさかいとの委託料の見直し

をおこなったものです。アクアペックスさかいとは委託契約の中で、社会経済状況の変

化に応じて処理委託費の見直しが行われるものとなっており、日本銀行が発表している

企業向けサービス価格指数が１．５パーセントを超過する増減があった場合に改定をお

こなうものとしているためです。また、し尿等の量が当初より減少することが見込まれ

るため、し渣、沈渣の一般廃棄物処分委託料を８０万円減額するものです。 

次に、議案第２号、令和２年度坂井地区広域連合介護保険特別会計補正予算第２号に

ついてご説明申し上げます。今回の補正では、歳入歳出それぞれ７,７１５万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１１７億９,６４９万１千円とするものです。補正の内容に

つきましては、総務費で、全体で７,３８５万円を減額しております。主なものは、委

託料で介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料として７５０万８千円を計上し

ております。また、介護施設等整備事業補助金は整備見込がないため７,８２０万円を

減額補正しております。賦課徴収費では不用額１６１万８千円を減額しております。保

険給付費では１億５,０００万円を増額し、追加計上をしています。想定よりも受給者

数の増加等により保険給付費に不足が見込まれます。地域支援事業費につきましては、

令和２年度に新たに創設された介護保険保険者努力支援交付金が交付されるため、財源

の組替をおこなっています。諸支出金では、第１号被保険者保険料還付金について不足

が見込まれるため１００万円を追加計上しています。 

次に、議案第３号、令和３年度坂井地区広域連合一般会計予算についてご説明申し上

げます。本予算は議会費のほか、庁舎管理費、ネットワーク・システム管理費、代官山

斎苑管理費、さかいクリーンセンター管理費など、当広域連合の運営に関する経費であ

ります。なお、令和３年度より坂井市が新たに開始することとなった重層的支援体制整

備事業については、民生費にて予算計上しております。 

次に、議案第４号、令和３年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算についてご説

明申し上げます。本予算は第８期介護保険事業計画に基づき提供する各サービスの保険

給付費、賦課徴収費、介護認定審査会経費など、介護保険事業に係る経費であります。 

次に、議案第５号、令和３年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算につきまし

ては、指定管理委託料が主なものです。なお、各会計当初予算の内容につきましては、

事務局長よりご説明申し上げます。 
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次に、議案第６号、代官山墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい

てご説明申し上げます。本案は、墓地の貸付を促進するため所要の改正を行うものです。 

次に、議案第７号、坂井地区広域連合介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。本案は、第８期介護保険事業計画により、令和３年度から令

和５年度までの保険料が改定されること及び介護保険法施行令等の改正に伴い所要の

改正を行うものです。 

次に、議案第８号、坂井地区広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基

準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。本案は、

居宅介護支援事業所における管理者の要件と、管理者要件の適用の猶予について所要の

改正を行うものです。 

以上、議案第１号から議案第８号までの提案理由とさせていただきますので、ご審議

いただきますようお願い申し上げます。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）   堀江事務局長。 

 

○事務局長（堀江好美）  それでは、私から、議案第３号から議案第５号までについ

てご説明申し上げます。 

 まず、議案第３号、令和３年度坂井地区広域連合一般会計予算についてでありますが、

議案書の中ほどにあります一般会計予算書をご用意願います。予算書１ページをお開き

ください。予算総額は、歳入歳出それぞれ５億２,８７６万４千円とするもので、前年

度予算と比較しますと、２億１,１６９万５千円、６６．８％の増となっております。

まず、歳入について申し上げます。予算書４ページ、歳入歳出予算事項別明細書をご覧

ください。第１款、分担金及び負担金は、構成市からの負担金で、事務費負担金、障害

者審査会負担金、斎苑負担金、し尿等処理負担金、低所得者保険料軽減負担金、重層的

支援体制整備事業負担金２億４,２７３万７千円、第２款、使用料及び手数料は、葬斎

場使用料、霊柩車使用料、廃棄物処理施設使用料で１,９５９万円、第３款、国庫支出

金は、低所得者保険料軽減負担金、重層的支援体制整備事業交付金で１億２,５８７万

円、第４款、県支出金は、同じく低所得者保険料軽減負担金、重層的支援体制整備事業

交付金で６,２９３万４千円、第５款、財産収入では、メガソーラー敷地貸付料、汚泥

発酵肥料売払代金等２７８万５千円、第６款、繰入金は重層的支援体制整備事業にかか

る介護保険特別会計からの繰入金で７,４１７万８千円、第７款、繰越金は窓口計上１
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千円、第８款、諸収入は６６万９千円となっております。次に、歳出の主なものについ

てご説明申し上げます。予算書１１ページをご覧ください。第１款、議会費は、議員１

８名の報酬など、当広域連合議会運営の経常的経費及び隔年度に実施している研修旅費

等で１２８万６千円、第２款、総務費は、総務課職員４人分の人件費ほか、広域連合運

営に係る経費など４,６８１万７千円、第３款、民生費は、障害支援区分認定審査会に

係る経費と低所得者軽減負担金にかかる介護保険特別会計への繰り出し金、重層的支援

体制整備事業にかかる地域介護予防活動支援事業委託料で３億２,６８８万６千円、第

４款、衛生費では、職員人件費ほか、代官山斎苑指定管理者委託料、さかいクリーンセ

ンター維持管理・運営委託料、一般廃棄物処理委託料等の１億５,１４７万３千円、第

５款、基金積立金は、霊柩車購入基金など１８０万２千円、第６款、予備費は５０万円

を計上しております。次に、１９ページから２２ページまでは、給与費明細書となって

います。２３ページは、坂井地区汚泥再生処理センター整備・運営事業及び代官山斎苑

管理・運営業務に係る債務負担行為に関する調書となっております。ご覧いただきます

ようお願い申し上げます。 

次に、議案第４号、令和３年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算についてご説

明申し上げます。介護保険特別会計予算書をご用意ください。予算書１ページをご覧く

ださい。予算総額は、歳入歳出それぞれ１１７億８,３１４万１千円とするものです。

前年度予算と比較しますと２億７,４８５万３千円、２．４％の増となっております。

第２条では、給付費の支払いに支障をきたさないよう、一時借入金の借入額の最高額を

３億円と定めさせていただくものであります。それでは、歳入について申し上げます。

予算書６ページの歳入歳出予算事項別明細書をご覧ください。まず、第１款、保険料は、

第１号被保険者の保険料２７億８６５万１千円、第２款、分担金及び負担金は、構成市

負担金１６億５,４４１万４千円、第３款、使用料及び手数料は２０万円、第４款、国

庫支出金２６億１,２４９万３千円、第５款、支払基金交付金は３０億６,２７５万５千

円、第６款、県支出金１６億４,２１９万６千円、第７款、財産収入２千円、第８款、

寄附金１千円、第９款、繰入金は、一般会計からの低所得者保険料軽減繰入金９,２７

４万円、第１０款、繰越金１千円、第１１款、諸収入９６８万８千円としております。

次に、歳出の主なものについて申し上げます。７ページをご覧ください。第１款、総務

費は、介護保険課職員１８人分の人件費ほか、保険料賦課徴収に係る経費、介護認定調

査に係る経費など、当広域連合が実施いたします介護保険事業に係る経費として２億５,

０４３万２千円、第２款、保険給付費は、第８期介護保険事業計画に基づく各種サービ

ス給付費で、１１０億１,４４９万円、第３款、地域支援事業費は、介護予防・日常生

活支援総合事業等４億３,７９８万７千円となっております。第４款、基金積立金は、



11 

 

介護保険財政調整基金積立金および介護福祉推進基金積立金として２千円、第５款、諸

支出金は、第１号被保険者保険料還付金等４５５万２千円、重層的支援体制整備事業に

かかる一般会計への繰出金７,４１７万８千円第６款、予備費１５０万円を計上してお

ります。次に、２８ページから３１ページまでは給与費明細書となっておりますので、

ご覧いただきますようお願いいたします。 

次に、議案第５号、令和３年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算についてご

説明申し上げます。代官山墓地特別会計予算書をご用意ください。予算書１ページをご

覧ください。予算総額は、歳入歳出それぞれ５９３万１千円とするもので、前年度と比

較いたしますと、３７６万４千円、１７３．７％の増となっております。４ページの歳

入歳出予算事項別明細書をご覧ください。歳入は、第１款、使用料及び手数料は、墓地

使用料２１５万４千円、第２款、財産収入は、基金利子１千円、第３款、繰入金は３７

７万３千円は墓地敷地境界防護柵取替工事の財源として基金からの繰入です。第４款、

繰越金は窓口計上１千円、第５款、諸収入は窓口計上２千円としております。次に、５

ページをご覧ください。歳出は、第１款、墓地事業費として、指定管理者委託料等２１

５万７千円と墓地敷地境界防護柵取替工事３７７万３千円を、第２款、諸支出金は、代

官山墓地基金への積立金１万円を計上しております。次に、９ページは、代官山墓地管

理・運営業務に係る債務負担行為に関する調書となっておりますので、ご覧いただきま

すようお願い申し上げます。 

以上、議案第３号から議案第５号までの概要説明とさせていただきます。 

 

◇一般質問◇ 

 

○議長（渡辺竜彦）  次に、日程第４、これより一般質問を行います。 

一般質問は通告順に従い、４番、室谷陽一郎議員の一般質問を許可いたします。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 

 

○４番（室谷陽一郎議員） 通告順に従いまして、４番室谷陽一郎が一般質問を行いま

す。質問に入る前に、新型コロナウイルス感染症により亡くなりました方にお悔やみを

申し上げますと共に感染された方々にお見舞い申し上げます。また利用関係者、介護従

事者を始め、各分野においてコロナウイルス感染症に対応し頑張っておられる方々に心
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より敬意を申し上げます。 

 さて、一般質問ですが、第７期介護保険事業計画の実施状況を踏まえ、いわゆる団塊

世代が９０歳以上となる令和２２年、２０４０円を見据えた、中期的な視野に立った第

８期介護保険事業計画が策定されました。基本理念からなる基本目標を踏まえた施策の

柱が立てられましたが、特に私が注目しました３つの施策についてより具体的な取組に

ついてお尋ねいたします。今後期間中において進捗及び成果を注視していきたいと思い

ます。一つ目は先ほどの全協で色々な質問等で若干、色々な答えが出ていましたが、敢

えてもう一度質問させていただきます。在宅ケア体制の充実に向けた取組についてです。

特に、日中夜間を通して定期巡回訪問と、随時対応を行う定期巡回サービス等の介護サ

ービスの充実をどのように取り組んでいくか質問します。二つ目は介護人材確保、定着

に向けた取組です。介護の仕事の魅力向上、労働負担の軽減への具体的取組を質問いた

します。三つ目は施策の柱、介護サービスの質的向上、事務等の負担軽減の中で今回第

８期計画で新たに付加された事務負担の軽減の取組についてです。書類手続きの簡素化、

標準化、ＩＣＴ等の活用について現状と具体的にどのような取組をするのか質問いたし

ます。まず、この３点について質問させていただきます。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 室谷議員のご質問にお答えします。 

１点目の第８期介護保険事業計画の施策の柱、在宅医療、介護の充実の中での在宅ケ

ア体制の充実に向けた取組について、特に日中夜間を通しての定期巡回訪問と、随時対

応を行う定期巡回サービス等の介護サービスの充実を具体的にどのように取り組んで

いくかについてのご質問にお答えします。まず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、

要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接

に連携しながら短時間の定期巡回型訪問と随時対応を行うサービスであります。以前に

もお答えしておりますが、現在、稼働している定期巡回随時対応型訪問介護看護は、１

事業所で、自宅で生活する要介護者ではなく、併設するサービス付高齢者向け住宅の入

居者をサービスの提供対象としております。サービス付高齢者向け住宅とは、高齢者単

身夫婦世帯が安心して居住できるバリアフリー構造の賃貸等の住宅であり、入居者が介

護サービスを必要とする場合、外部又は併設する居宅サービス等を利用することができ

る住宅です。第８期計画期間における定期巡回随時対応型訪問介護看護の利用見込数５
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１件については、同一法人が運営するサービス付高齢者向け住宅等の定員分まで利用件

数が増加すると見込んだものでございます。子育て住宅が多くまた、村部を中心として

住宅が点在する等の坂井地区の住宅事情や、介護人材の不足の現状を勘案しますと、定

期巡回随時対応型訪問介護看護を、在宅の要介護者を支えるサービスとして、短期的に

普及、推進していくことは非常に難しいことだと考えております。しかしながら、現に

運営する定期巡回随時対応型訪問介護看護につきましては、引き続き、単身もしくは高

齢者のみ世帯へのサービス提供を評価する独自報酬加算等、経営面での事業支援を行っ

てまいりたいと考えています。また、２０４０年を見据え、坂井地区における地域で支

える介護サービスの在り方を検討してまいりたいと考えております。 

２点目の第８期介護保険事業計画の施策の柱、介護人材の確保、養成及び資質の向上

の中での、特に介護人材確保、定着に向けた取組における介護の仕事の魅力向上、労働

負担の軽減への具体的取組についてのご質問にお答えします。介護の仕事魅力向上の取

組として、地域で活躍する介護支援専門員の方に、仕事のやりがい、魅力などを聞き取

り、広域連合の広報誌やホームページ等にて周知しております。今後は、介護支援専門

員だけでなく、地域で活躍する介護の仕事に携わる方々からも、介護の仕事のやりがい、

魅力などを聞き取り、広報誌やホームページ等を通じて、市民に強く図ってまいりたい

と考えております。次に、労働負担の軽減への取組として、国庫補助金を活用し、地区

内の複数事業所への介護ロボット導入を支援しております。導入した介護ロボットには、

移乗介助時等の身体的負担軽減のために、介護者が身に着ける装着型のロボット、同じ

目的で非装着型のロボット、マットレスの下に設置し、利用者の睡眠、起き上がり、離

床などの状態を管理する見守り支援機器があります。介護ロボットを導入した事業所か

らは、介護職員の業務負担の軽減に、ある程度の効果があったとの報告を受けておりま

す。また、介護ロボットの導入には、介護老人福祉施設等で見守り機器を導入し、夜間

の効果的な介護体制を実現した場合に、夜間職員配置加算の算定要件が緩和される等、

経営面からもプラスに働く利点があります。さらに、令和３年４月からは、見守り機器

の導入に併せ、事業所内で職員間の業務連絡等が円滑に行える通信機器であるインカム

等のＩＣＴを使用し、安全体制の確保や職員の負担軽減がされた場合、夜間の人員配置

基準が緩和されるようになるところです。今後も、地区内の介護保険事業所に対して、

介護ロボットの有効活用事例等の情報提供を行うことで、労働負担の軽減を図ってまい

りたいと考えております。 

３点目の第８期介護保険事業計画の施策の柱、介護サービスの質的向上、事務等の負

担軽減の中での第８期で新たに付加された、事務負担の軽減の取組について、書類手続

きの簡素化、標準化、ＩＣＴ等の活用の現状と具体的取組と軽減の進捗についてのご質
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問にお答えします。書類手続きの簡素化・標準化については、平成３０年１０月に施行

された、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令及び省令を踏まえて改訂された様

式例に基づき、事業所指定関係書類の様式変更、添付書類の簡素化を図っております。

令和３年４月からは、押印を求める手続きの見直し等を予定しており、関係する規則、

要綱の改正準備を進めているところでございます。また、介護保険施設等に対する実地

指導については、標準化・効率化等の運用指針が示されており、介護保険施設等実地指

導マニュアルの見直しが予定されております。厚生労働省より、見直し後のマニュアル

が示された際は、マニュアルに基づき、実地指導時の確認項目、確認書類、指導手順等

の見直しを行ってまいりたいと考えております。次にＩＣＴ普及の取組について、坂井

地区では、地域における在宅医療、介護に携わる多職種間の情報共有と連携ツールとし

て、在宅患者情報共有システムを導入しております。情報共有システムを活用すること

で、在宅患者の医療情報、介護サービス等の情報を共有することができ、医師と訪問看

護師だけでなく、ホームヘルパー等との連携が可能となります。なお、情報共有システ

ムの運用、導入支援を目的とした、研修会を、坂井地区医師会と共催で、毎年開催して

おり、今後も継続して実施、普及を図ってまいりたいと考えております。また、広域連

合では、令和元年１２月よりデジタルペーパーを導入し、毎週開催される介護認定審査

会で活用しております。デジタルペーパーの導入により、認定審査会資料のコピー等に

要する業務時間が削減されました。これからは、削減された業務時間を活用し、今後、

増加が見込まれる要介護認定申請にかかる要介護認定業務にあたってまいりたいと考

えております。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 

 

○４番（室谷陽一郎議員） 再質問なんですけれども、先ほどの全協で私は元々素案

からこういった再質問を組み立てたんですけれども、いくつか回答等がありましたん

でそういうのは端折った形で残りの再質問をさせていただきます。 

 一つ目の在宅ケアのことなんですけども、これ文章の中で緊急時のための患者や受

け入れ先の確保に努めます、という記述がございます。昨年の全協にて受け入れ先で

余分なところが無いかチェックしますと、理事者の方から回答がございましたけれど

も、そういったチェック体制等は十分になされているんでしょうか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

 

 

○事務局次長（水嶋雅江） チェック体制につきましては、在宅ケアネットそのよう

な在宅ケアの医師会、看護師さん、ケアマネさんを通じた組織がございましてそちら

のほうでこちらに書いております情報共有システムそういったものを活用して事業を

行っております。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 

 

○４番（室谷陽一郎議員） 次の再質問ですけれども、この在宅ケアの中でありまし

たんですけれども、働く人が家族介護のために離職せざるを得ない状況を防ぐために

介護家族の負担軽減につながる支援を検討します、というのが素案にございました。

先ほどの案でそれなりの方向性が認識される部分がございましたが、敢えてその辺の

ところをお聞かせください。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 審議会では家族介護はこれから負担になっていくだろうと

いうような話が出まして、具体的にそれに対してどうするかという具体策は今この中

の意見ではありませんでした。但し、将来を見据えてですね、地域で支えるっていう

仕組みをですね、しっかりと見据えて考えていくことが必要だということがありまし

て検討を重ねているところです。まあ、なかなか家族でっていうのは僕も経験ありま

すけれども、なかなか難しいのをどう地域でやるか、その地域でどうやるのかってい

うのも今後色々な関係者の皆様のご意見とか先進事例の取り組みを見ながらですね検

討してまいりたいと思います。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 
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○４番（室谷陽一郎議員） 今後における検討ですね、そういうのをよろしくお願い

したいなと思います。家族での介護というものは、本当にこれから大きな問題になっ

ていくかなと思っておりますので、どうしてもそのことついては、第８期で掲げてお

りましたが今後も注視しながら見させていただきたいなと思います。 

 ２つ目に関わることなんですけども、２つ目の質問に対して再質問ですが、介護人

材確保定着に向けた取り組みでですね、従業員に向けた定着の実態調査、アンケート

そういったものはなされているのかどうか。アンケートでいくつか第８期のところの

素案の中では、前半そういったアンケートはありましたけれども従業者そのもののア

ンケートが見当たらなかったと思うのですがいかがですか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 介護従事者に関しましては、計画を立てる一昨年前に介

護従事者の状況、年齢そういったものに関して坂井地区広域連合におきまして基金を

利用させてもらいましてアンケートをしております。こういったことはこれからも定

期的にしていきたいなと考えておりまして、福祉基金をまた利用して次期計画に向け

て検討しながら進めていきたいと考えております。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 

 

○４番（室谷陽一郎議員） 従事者の相談体制の充実ということも第８期で記述され

ていたと思うんですね。なぜこんなことを聞くのかというと、結局介護の従業員が定

着しにくい理由をしっかりと掴む必要があると思うんですね。果たして、介護従業員

の定着率は他の事業、会社と比べて本当に定着率が悪いのか、それは一般的企業と比

べて特異な職種からくる理由なのか、しっかりと理由とか原因というものを掴む必要

があると思います。そのためにアンケートとか相談を受けて何を悩んでいるかという

ところは重要な情報じゃないかなと思います。そういったものがあって初めて人材確

保定着に向けた取り組みやそれから手立て、支援が有効な手立てになっていくんでは

ないかと思いますのでやっていただきたいのですが、そのお考えをお聞かせくださ

い。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 室谷議員さんのおっしゃることはごもっともだと思うの

でそういったことを視野に入れながら今後介護事業に臨んでまいりたいと思います。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 

 

○４番（室谷陽一郎議員） 従業員の５０歳以上が７０％という現実、素案には無か

ったんですが、今回の案に記述されていますけど、文章的には元気な高齢者の介護保

険サービス事業への就労ですが介護保険サービス、そういう就労によってゆとりある

介護というのが記述されているんですけれども、実際問題私は、５０歳以上７０％い

るということも含めて元気な高齢者の就労で、ある意味人手不足が緩和されている、

補充されている、切迫した作業を緩めてるのではなくてそれこそがまさしく支えてい

る現状ではないかなと高齢者、元気な高齢者という風に自分思うんですよね。それの

ご意見とそのためにもやはり若い人たちが入っていただけるような働きかけというの

が必要かと思うんですけどご意見聞かせていただけますでしょうか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 今、なんとか高齢者が資格を持ってやっている人が多いん

ですけども、老老介護ということでその後が続いていないというのが現状という風に

伺っております。また、現場に行っても分かるんですけども、障がい者施設もそうな

んですけども、若い人が入ってこない。１０年後、２０年後を考えるとですね、その

辺の人材をどうするかというのがこれまでもですね、外国人なんかを雇ったりと議論

出てましたけどもそういう問題があります。文章的にはですね、やはり元気な高齢者

には頑張って欲しいと書いてございますが、現状ではですね、なかなか厳しい状況に

なりつつあることはと認識しておりますので、あとこれも今後色んな関係機関と連携

しながらですね、先ほどありました魅力的な職場であるとかそういうことを含めまし
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て発信を強めてまいりたいと思います。 

 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  ４番、室谷議員 

 

○４番（室谷陽一郎議員） そういった現状を特に従業員のところはデータ的な知見

でもって色々何パーセントいるのかとか、どういう不満があるのかということを、証

拠エビデンスというんですかね、そういう形でより具体的な方向性を見出していただ

きたいなと思っております。人材の確保は介護現場にとって喫緊の課題であると自分

は認識しています。それから第８期計画で色々付加された先ほどのロボット、ＩＣＴ

いうことに対しては今後とも実行と実績そういうことを期待しながら今後とも注視し

ていきたいと思いますので以上、私の一般質問を終わります。 

 

○議長（渡辺竜彦）  続きまして、通告順に従い１５番、畑野麻美子議員の一般質

問を許可いたします。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員）  １５番、畑野麻美子です。通告順に従いまして一般

質問を行います。坂井市の介護施設における新型コロナウイルスのクラスター発生に

おいて、その原因と今後の課題はなにか。１月２６日、坂井市の介護老人保健施設の

入所者、同施設職員の感染者数は４２人となり県内のクラスターで最多となりまし

た。この感染を防げなかった原因は何かが問われます。新聞の報道によりますと、感

染症の専門家である福井大学の岩崎博道教授は、感染対策はすぐには整わない。一度

施設にウイルスが入ると大変だという事。すぐに関係者に対してＰＣＲ検査を行い、

医師と看護師でつくる県版クラスター班が指導に入り、濃厚接触者と非接触者を分け

て施設を区切った。しかし、その後、一度陰性が確認された人からもさみだれ式に陽

性者が判明してきました。岩崎教授によりますと、感染対策は一日では整わず、例え

ば医療用ガウンなど必要な用具をそろえる時間がかかるという。加えてこの施設は、

収容人数上限の８０人に近い７９人が入所していました。空き室がほとんどなかった
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ため、濃厚接触者と非接触者を分けて区切る作業も難航した。対策の難しさが感染の

広がりにつながった可能性があると指摘をしています。広域連合として、介護施設、

事業所への感染予防対策の徹底が求められます。そこでお尋ねいたします。感染者女

性が施設を入所したとき、施設のデイサービスは開所していたのか。２、職員の感染

を含め、クラスターを止められなかった理由は何か。３、今後、介護施設における感

染対策についての課題を解消するために、どのような対策を考えているか。４、介護

施設などの、利用者、職員すべての人に対する定期的にＰＣＲ検査を実施したらどう

か。５、新型コロナウイルスのワクチン接種は介護従事者も、医療従事者と同じよう

な扱いにすることや、高齢者が接種する時に介護従事者も接種できるように市に要求

できないか。以上、最初の一般質問とします。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）   佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 畑野議員のご質問にお答えします。 

なお、答弁につきましては、県のホームページ、記者発表、坂井健康福祉センター

からの資料、関係する施設のホームページ等によるものであり、詳細については、県

や坂井健康福祉センターへお問い合わせいただきたいと思います。 

１点目の感染者８０代女性が入所したとき、施設のデイサービスは開所していたの

かについてのご質問にお答えします。大きな感染が発生した、介護老人保健施設、東

尋坊ひまわりの丘では、１月１４日から１月３１日までに入所者３４名、職員９名に

新型コロナウイルスの感染が確認されました。８０代女性が東尋坊ひまわりの丘のシ

ョートステイを利用したということでしたが、その時点では、症状もなく、感染は確

認されていませんでしたので、施設に併設している通所リハビリサービス事業につき

ましては、通常通り開所していたということでした。東尋坊ひまわりの丘のショート

ステイを利用した８０代女性の感染が確認された１月１４日以降は、施設の新規入所

者の受け入れは行わず、現在も施設に併設している通所リハビリサービス事業は、休

業している状況となっています。 

２点目の職員の感染を含め、クラスターを止められなかった理由は何かについての

ご質問にお答えします。介護施設、特に入所施設では、クラスターが発生した中にあ

りましても継続したサービスが求められております。また、全室が個室ではない施設

も多く、今回の施設も多床室であり、感染予防を行っていたにも関わらず、同じ部屋
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から複数の感染者が確認されるなど、高齢者施設の対策の難しさがあると思われま

す。さらに、施設内では、食事や入浴、リハビリなど、利用者と職員が至近距離で向

き合って介護を行うため、３密を避けるのが難しく、生活の介護に欠かせない行為そ

のものが感染リスクとなっている現状が、クラスターを止められなかった理由の一つ

ではないかと考えております。なお今後この件につきましては県や事業所等において

検証されていくのだと思います。 

３点目の今後、介護施設における感染対策についての課題を解消するためにどのよ

うな対策を考えているのかについてのご質問にお答えします。介護施設における感染

対策につきましては、国や県からの資料を添え、広域連合長名にて介護事業所へ感染

症対策の徹底等の通知を適宜郵送してまいりました。各事業所においてはそれぞれ感

染拡大防止のための措置を講じていただいていると思っております。利用者等の人権

の尊重、個人情報の保護等の情報管理につきましては、引き続き慎重な対応を行いま

した上で、関係機関と情報共有を行うとともに、より一層、連携を強化してまいりま

す。さらに、施設内感染対策のための自主点検実施を促進するとともに、介護事業所

等の職員が感染症に対する理解や知見を有した上で、業務に当たることができるよ

う、坂井地区で活動している団体である、介護保険事業者ネットワークさかいと連携

し、引き続き、感染症に対する具体的な研修を実施していきたいと考えております。 

４点目の介護施設などの利用者、職員すべての人に対する定期的なＰＣＲ検査を行

うことについてのご質問にお答えします。現在のＰＣＲ検査につきましては、感染者

が確認され、行政検査の対象となった場合、県が実施しております。今回、介護保険

施設にてクラスターが発生した際も、濃厚接触者はもとより、同一施設内の入所者、

利用者、職員全員に検査を実施し、その後も一斉検査を複数回行っていると伺ってお

ります。これにより、無症状感染者も発見することができました。高齢者は、ウイル

スの潜伏期間が長くなる傾向がある上、症状が重症化しやすく、施設においては、集

団感染を防ぐためにも感染予防や早期発見が重要で、とりわけ従事者に対する検査に

ついても重要とされております。しかし、ＰＣＲ検査の費用は高額で、行政検査の場

合は公費となりますが、自費診療の場合は、２万円以上の費用がかかります。ＰＣＲ

検査につきましては、介護保険事業に携わっている広域連合では、検査にかかる費用

等を予算計上することは、難しいと考えております。今後、構成市等において検討さ

れるものだと考えております。 

５点目の新型コロナウイルスのワクチン接種は、介護従事者も、医療従事者と同じ

ような扱いにすることや、高齢者が接種するときに介護従事者も接種できるよう、市

に要求できないかについてのご質問にお答えします。高齢者施設等の従事者の業務の
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特性として、仮に施設で新型コロナウイルス感染症患者が発生した後にも、高齢の患

者や濃厚接触者へのサービスを継続するとともに、クラスターを抑止する対応を行う

必要があります。このため、厚生労働省では、高齢者施設等の従事者を高齢者に次ぐ

接種順位と位置づけるとなっております。また、介護従事者のワクチン接種につきま

しては、一定の要件を満たす施設において、高齢者と同じタイミングで従事者の接種

を行うことも差し支えないとの見解を示しております。構成市におきましては、高齢

者施設等にて介護従事者が接種できる体制も視野に入れ、検討することとしておりま

す。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員）  今の答弁の中で感じましたけど、この第８期介護保

険事業計画の７４ページのところに災害や感染症対策にかかる体制整備というのがし

っかりと書かれています。これを今話されたのかなという風に思います。その中には

新型コロナウイルスなど新たな感染症の流行により高齢者が犠牲となる事例が相次い

でいると。また色々書いてありますけれども、感染症に対しても福井県や構成市と連

携して感染者の発症を想定した訓練の実施や感染拡大防止策を介護事業者等へ周知啓

発、感染症発生時に備えた平時からの事前準備、感染発生時の代替えサービス確保に

向けた連携体制の構築を行いますと書いてあります。まだたくさん書いてありますけ

れども、ここにしっかりと上がっていることがクラスター発生前にしっかりとおこな

われていたかどうかこれが問題ではないかという風に思います。いかがですか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）   佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 当広域連合において各施設に入ってそのようなことを調査

したりやるような権限もございませんし、しておりません。先ほど申し上げましたよ

うに、これについては県の指導でやっておりますので私どもはそこまでの確認等はし

ておりません。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） 私が今説明したのは、広域連合の第８期介護保険事業

計画の中の文章です。これに基づいて今までやってこれたかどうかをお尋ねしたんで

すけどもいかがですか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）   佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 昨年度春以降ですね、何度となく事業所に対しては感染防

止に対する体制とかですね、あるいは国からそういう通知が流れてきた場合にはそれ

を添付した形での注意喚起をしております。実際、現場に行けないような状況になっ

ている中で文書等での指導ではございますが、そういうことはしてきて現場でもなん

かあればあったと思いますけども、そういうことについて特にうちの方へですね、ど

うしたらいいんだっていうような問い合わせが無い中で、畑野さんがおっしゃるのは

僕らにどこまで求めているのか僕はよく分かりませんけども、我々ができることはや

ってきたし各介護現場でもしっかりとそれぞれの立場で頑張ってくれていたんだと、

僕は思います。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） しっかりとやってこられたということですけども、例

えば広域連合の中で、職員間の中で今回の感染はこんなことをしていたら防げたんで

はないかなという話し合い、例えば入所者から感染が判明した時に入所の職員をしば

らく自宅での経過観察にするとか、またデイの職員を入所に回せば職員の感染者を減

らせたのではないかという可能性ですね、そして入所の職員は１回目のＰＣＲで陰性

ということで翌日から仕事をしていました。２回目で陽性の職員が何人か出ましたけ

れども、１回目の陰性の後でもすぐ仕事に出るのではなくてやはり自宅待機、その間

に感染が移ってしまったという色んな検証をしてそしてそれぞれの施設にまた指導と

か行うべきではないかという風に思いますけど、いかがですか。 

 



23 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）   佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 基本的にそういう指導は、県の保健部局がやっていると認

識しています。今回のクラスターがですね、生じてそちらの方に専門家が派遣された

という情報は入っております。しかし、我々は踏み込むだけの力もなければ知識もあ

りません。ですから、過剰な要求で今の広域連合の組織体制ではですねそこまでやる

のは難しいと思います。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） 私、過剰なとまでは言ってないです。ここに載ってい

る７４ページに書いてあるこの範囲内で指導が必要でなかったかな、という風に思っ

ています。だから踏み込んでというよりも先ほども言いましたけれども、今回のこと

でさらに研修を深めていくとか、そういうことをやっていくべきではないかという風

に思いますし、みんなでやはり介護施設のことをしっかり考えてどうしたらいいかっ

ていうそういうことがね、大事ではないかという風に思います。それともう少し色ん

な方の声も聞く、私のところに入ってきたのでは、お正月に孫が返ってきて介護施設

の経営者ですけども、孫は返ってくる前にＰＣＲ検査をした、家族は孫が返ってくる

前と帰った後にＰＣＲ検査をする、家族が４人いると例えば、１万５千円だとすると

６万円、６万円の２回で１２万円のお金がかかる。これをなんとか公費で持ってもら

えるとうれしいな、という話をされました。今度、坂井市でも成人式にはたくさんの

子どもたちが帰ってくる可能性があります。そういうことに対しても今後、家族もし

っかりと子どもさんが帰ってくるところは、家族もしっかりとＰＣＲ検査をするよう

にとかそういう風なことは指導できるのではないかと思うのですが、それはできない

んですか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 今、国の方で先ほど専決処分で条例のお話をさせて頂い
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たんですが、その中に条例改正の中に感染拡大、蔓延防止のために各事業所において

計画を策定するとかそういった取り組みを載せております。今後国において、そうい

った今までの施設のクラスター発生等の状況を踏まえて、また国から指導等あると思

いますので、そういった指導をもとに坂井地区広域連合としては指導、実地指導そう

いったものに助言、なおかつそういったものが策定されているか、そういったことは

どうやって取り組んでいるかを確認しながら指導等を行っていきたいと思いますの

で、またみなさんにはよろしくお願いいたします。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）   佐々木康男広域連合長 

 

○連合長（佐々木康男） 先ほどあったなかでですね、何もしないということではな

いんですが、今回の施設につきましてもですね、ちょっと色々ありましたので、今ま

だアクセスできないというか状況ですけど、当然落ち着けばですね、施設の方からで

すね、今回のことについて色んなお話を聞いたり、他の施設において感染者が出た場

合どういう対応をしたらよかったのかというのをですね、お伺いするとかですね、今

回のことにつきまして色々お話を聞くなどして感染拡大に努めるというようなことは

考えております。但し、今は沈静化しているわけではないので施設に配慮してそうい

うことをまだしていないということでございます。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） はい、是非指導していただきたいと思いますけど、感

染した時の対応のマニュアルというのはあるんでしょうか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） そういったものは一部国の方から従業員、入所者につい

ての通知は来ておりましてそちらをもとに行っていくことと思われます。なお、そう

いった感染症に関しましては坂井福祉健康センターの方からも連絡がいっているかな
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ということを聞いておりますので、そういう状況となっております。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） 各施設で対応マニュアルを作るということはないんで

すか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 今現在ではそういったものはまだ、各事業所において作

られているところもあると聞いておりますが事業所間で差はあると思います。ただ今

後、条例改正に伴いましてそういった計画書を作成するということが盛り込まれると

思いますので、実現できないような事業所に関してはこちらから指導していきたいと

思います。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） 是非対応マニュアル作成もっと早くできていたらよか

ったかなという風に考えますので、是非これからどのくらい続くかわからないのでし

っかり対応マニュアルを作っていただきたいなと思います。それと、先ほど話しまし

た県外から来られた人の件を話しましたけれども、ほんとに介護サービスを利用して

いる人デイサービスを利用している家族、家族が例えば県外で働いていると、もう辞

めてくださいと言われるほど徹底してる施設もあります。私が知っている所では、山

中の温泉場で皿洗いの仕事をしていて、やっと皿洗いの仕事が見つかったわと思った

らご主人がデイサービスを利用するようになったら、もうそれは辞めてくださいと言

われて辞めてしまわれました。そういう時にね、この方の収入も途絶えてしまうわけ

ですから、そういう徹底したやり方をしている施設もありますけれども、でも家族に

とっては大変厳しいなということもありますので、そういう点も頭に入れておいてお

きたいし、色んなケースがあるのでまた色んな人の声を聞いていただいて対応してい
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ただきたいなという風に思います。それから、ＰＣＲ検査ですけれどもクラスターが

発生しているところにはもちろんしていますが、なぜＰＣＲ検査をするかって言うと

一番は無症状者の感染者を早く見つけて、感染防止をするということなので是非そこ

のところを踏まえていただいてＰＣＲ検査をしっかりとやっていく方向。ＰＣＲ検査

大変高いです。でもその代わりに今、唾液で検査ができる、最近唾液の正当性という

んですか、高くなってきました。唾液の中にはコロナのウイルスがくっつく酵素があ

るというんですね。それが会話の中で人のが舌にくっつくということで、唾液の検査

も大変有効だということですので、これは１回５千円ですのでそういうことも踏まえ

ておいていただきたいなという風に思います。そして最後ですけれども、医療従事者

本当に、処遇改善８万円というのがありましたけども、あれが未だに当たっていない

介護の従事者がいらっしゃいます。本当に安い賃金ですごい高いリスクを負うわけで

すので、ここはなんとしても介護従事者も是非医療従事者と同じようにワクチンが打

てるようなそういうような方向性に是非全員でなくても希望者だけでいいですし高齢

者の施設で行う時は、やりたいというような人がいたらやっていただけるような方向

にしていただきたいなという風に思いますけど、いかがですか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 介護従事者のワクチン接種につきましては、厚生労働省

の方から、高齢者と同じタイミングで接種することも差し支えないということで、今

県の方でそういった取りまとめをしていると伺っております。それに関しまして構成

市の方におかれまして今後、あわら市さん坂井市さんにおきまして事業所の説明会を

実施しておりますのでそれに向けての検討をしていただけてると思います。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １５番、畑野議員 

 

○１５番（畑野麻美子議員） 坂井地区からクラスターが起こらないように是非十分

に指導配慮していただきたいと思います。以上で一般質問を終わります。 

 

○議長（渡辺竜彦）  以上で一般質問を終結いたします。 
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なお、１番、堀田あけみ議員より早退の届出が出ております。 

 

◇議案第１号から議案第８号の質疑、討論、採決◇ 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第５、議案第１号、令和２年度坂井地区広域連合一般会

計補正予算第２号を議題といたします。 

 本案に対する質疑を許可します。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はあり

ませんか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  討論なしと認めます。これより、議案第１号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

 

〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立全員です。したがって、議案第１号、令和２年度坂井地区

広域連合一般会計補正予算第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（渡辺竜彦）  次に議案第２号、令和２年度坂井地区広域連合介護保険特別

会計補正予算第２号を議題といたします。 

本案に対する質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  討論なしと認めます。これより、議案第２号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 
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〇議長（渡辺竜彦）  起立全員です。したがって、議案第２号、令和２年度坂井地区

広域連合介護保険特別会計補正予算第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（渡辺竜彦）  日程第７、議案第３号、令和３年度坂井地区広域連合一般会

計予算を議題といたします。 

本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  討論なしと認めます。これより、議案第３号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立全員です。したがって、議案第３号、令和３年度坂井地区

広域連合一般会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第８、議案第４号、令和３年度坂井地区広域連合介護保

険特別会計予算を議題といたします。 

本案に対する質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １３番、山川議員 

 

○１３番（山川知一郎議員） 保険料収入がこの中に入っておりますけれども、国の

負担ですね、この予算総額に対する国の負担率っていうのはどれだけですかね。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 計画に載せてありまして、計画の５６ページ、計画案の



29 

 

５６ページをご覧ください。こちらのほうにそれぞれの費用に対する割合が載ってお

ります。これに基づいて、国のところも載っておりますので、これに基づいてやって

おります。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  山川議員 

 

○１３番（山川知一郎議員） それぞれのがここに出ているんですけど、全体でどれ

だけか、まあそのことはいいですけど、介護保険がスタートした時点と現在と国の負

担率というのはどうなってますかね。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） 要支援の部分を介護保険ではなく市の方の財源等の改正

を行っておりますのでこの時点でこちらの各行政等の負担率も変わってきていると認

識しております。ですので、介護保険事業が開始した時からは負担率につきましては

変更があったと聞いております。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １３番、山川議員 

 

○１３番（山川知一郎議員） 負担率が変わったということですが、上がったんです

か、下がったんですか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  水嶋事務局次長 

  

○事務局次長（水嶋雅江） はっきりとした数字は私の方では把握しておりませんの

で後日ということになります。失礼します。 

 

○議長（渡辺竜彦）  これをもって質疑を終結いたします。討論を行います。討論
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はありませんか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺竜彦）  １３番、山川議員 

 

○１３番（山川知一郎議員） 只今の議案と、後程の条例の改正の保険料の改定につ

いての条例も同じあれですので、まとめて反対の討論をさせていただきます。十分に

検討する時間がありませんでしたので、わたくしの認識が多少間違っているかもしれ

ませんがご容赦いただきたいと思います。保険料が今回改定されて今までよりも２０

０円上がったということになっていますが、第一は保険料が高すぎると。国民の負担

が多すぎるということであります。少子高齢化社会に備えてこれから介護は国の責任

でということで介護保険が始まったと、しかし実際にはそして消費税は社会保障充実

のためにということで、消費税も導入されそして税率も最初の３％から５％８％１

０％とどんどん上がってまいりましたが、社会保障に対する負担はほとんど増えてい

ない、負担率は増えていないという風に思います。もっと国の税金の使い方を見直し

をして社会保障を本当に安心できる負担の無い保障にすべきであるという風に考えま

す。２つ目は、今回の案を見ますと１段階から１２段階までありますが、この段階の

区切りとですね所得と保険料の負担率というのが低所得者には負担が非常に重くそし

て高額所得者には非常に負担が軽い。ちょっと大雑把に見ますと５段階が標準と言い

ますか、基準で所得が８０万ぐらいを想定していると思いますけれども、１２段階の

方は所得８００万ぐらい、所得は１０倍になっているわけですけれども、保険料の負

担は５段階に比べて１２段階は２倍にしかなっておりません。そういう点では高額所

得者にもっと負担をしてもらうべきであるという風に思います。１段階は生活保護世

帯であっても保険料払わなければならないと、これは生活保護の趣旨から考えてもお

かしいのではないかという風に考えます。この２点で保険料の値上げに反対をするも

のであります。是非、議員各位のご賛同を心からお願いいたしまして討論といたしま

す。 

 

〇議長（渡辺竜彦）  他に討論はありませんでしょうか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  これで討論を終わります。これより、議案第４号を採決いたし
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ます。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立多数です。したがって、議案第４号、令和３年度坂井地

区広域連合介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第９、議案第５号、令和３年度坂井地区広域連合代官山

墓地特別会計予算を議題といたします。 

本案に対する質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。これより討論を行います。討論はありません

か。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。これより、議案第５号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立全員です。したがって、議案第５号、令和３年度坂井地

区広域連合代官山墓地特別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第１０、議案第６号、代官山墓地設置及び管理条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案に対する質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。これより、議案第６号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立多数です。したがって、議案第６号、代官山墓地設置及

び管理条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第１１、議案第７号、坂井地区広域連合介護保険条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

本案に対する質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。これより、議案第７号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立多数です。したがって、議案第７号、坂井地区広域連合

介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（渡辺竜彦）  日程第１２、議案第８号、坂井地区広域連合指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

本案に対する質疑を許可いたします。質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（渡辺竜彦）  なしと認めます。これより、議案第８号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

〇議長（渡辺竜彦）  起立全員です。したがって、議案第８号、坂井地区広域連合

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇閉議の宣告◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。これにて会議

を閉じます。 

 

◇広域連合長閉会挨拶◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  広域連合長より発言の申し出がありますので、これを許可い

たします。 

 

〇広域連合長（佐々木康男）  閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員各位には、大変お忙しい中、慎重なご審議をいただきまして、誠にありがとう

ございます。特に、令和３年度の当初予算をはじめ、提出いたしました議案すべてを

ご承認いただき、心から感謝を申し上げます。なお、本会議を通じ、論議のありまし

たご意見等につきましては、これを十分に踏まえ、今後の広域連合運営に万全を期し

てまいります。最後になりますが、暦の上で春とはいえ、まだまだ寒い日が続きます

ので、議員各位におかれましては、お体には十分ご留意いただき、引き続き当広域連

合の運営に対しご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござ

いますが、閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

◇閉会の宣告◇ 

 

〇議長（渡辺竜彦）  これをもちまして、第６９回坂井地区広域連合議会定例会を閉

会します。 

 

〔 一同起立・礼 〕 
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  午後６時５０分  閉会 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、上記会議の顛末を証するためここに署名す

る。 
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